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（ 2 ） 第 845 号 防 災 令 和 元 年 11 月  1  日

　令和元年10月12日の台風第19号に伴う大雨によって、群馬県富
とみ

岡
おか

市内
た く み

匠で発生した土砂崩れに関
して、群馬県の要請により、土砂崩れに対する対応についての技術的助言を行うため、10月15日、
土砂災害専門家（TEC-FORCE 高度技術指導班）を派遣します。

　

令和元年10月14日 水管理・国土保全局砂防部

土砂災害専門家（TEC-FORCE高度技術指導班）が
台風第１９号の大雨による土砂崩れに対する対応について支援します

1 ．土砂災害専門家（TEC-FORCE高度技術指導班）
　国土交通省　国土技術政策総合研究所　
　　砂防研究室 室長　山

やま

越
こし

　隆
たか

雄
お

　国立研究開発法人　土木研究所　
　　土砂管理グループ　地すべりチーム
 主任研究員　竹

たけ

下
した

　　航
わたる

２ ．派遣日
　令和元年10月15日（火）

３ ．派遣先
　群馬県富

とみ

岡
おか

市内
た く み

匠
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令 和 元 年 11 月  1  日 防 災 （ 3 ）第 845 号

　台風第19号により発生した、国管理河川である信
し な の

濃川
がわ

水系千曲川左岸58ｋ付近（長野県長野市穂
ほ

保
やす

地先）等の堤防決壊・欠損に対して、被災原因の究明とともに復旧工法等の検討を目的とした、「千
曲川堤防調査委員会」を北陸地方整備局に設置します。

　

令和元年10月14日 水管理・国土保全局治水課

千
ち く ま が わ

曲川の堤防決壊の原因究明と復旧に向けて
有識者からなる「千曲川堤防調査委員会」を設置します。

千曲川堤防調査委員会 委員名簿

氏　　名 所　　属 ・ 役　　職
委員長 大　塚　　　悟 長岡技術科学大学工学部　教授
委　員 宮　島　昌　克 金沢大学理工研究域地球社会基盤学系　教授
委　員 安　田　浩　保 新潟大学災害・復興科学研究所　准教授
委　員 吉　谷　純　一 信州大学工学部水環境・土木工学科　教授
委　員 豊　田　政　史 信州大学工学部水環境・土木工学科　准教授
委　員 福　島　雅　紀 国土交通省　国土技術政策総合研究所

河川研究　部河川研究　室長
委　員 佐々木　哲　也 国立研究開発法人土木研究所　地質・地盤研究グループ

土質・振動チーム　上席研究員

敬称略

【趣　旨】
　近年、時間雨量50mm を超える短時間強雨や総雨
量数百ミリから千ミリをこえるような大雨の発生に
より全国各地で水害が発生している状況を踏まえ、
堤防決壊等重大な被災を受けた際に、原因究明と再
度被害を回避する復旧対策等に対して専門的な指
導・助言をいただくことを目的に設置。

○第 1 回委員会概要
【日　時】　令和元年10月15日（火）　13：00～16：00
【現地調査箇所】

長野県長野市穂保地先　
　千曲川左岸58ｋ付近の堤防決壊箇所
長野県上田市諏訪形地先　
　千曲川左岸104ｋ付近の堤防欠損箇所



（ 4 ） 第 845 号 防 災 令 和 元 年 11 月  1  日

　10月14日（月）に、赤羽大臣、和田政務官は、台風第19号により大きな被害を受けた宮城県を訪れ、
村井宮城県知事はじめ被災自治体の首長と意見交換をし、排水ポンプ車による排水作業や自治体へ
の TEC-FORCE による技術支援などのご要望等を伺いました。
　また、応急復旧に着手している吉田川（大郷町）の破堤箇所を視察しました。 

　

令和元年10月14日

台風第１９号による宮城県内の被災箇所を
赤羽大臣、和田政務官が視察

宮城県庁で村井宮城県知事と意見交換する赤羽大臣、和田政務官

吉田川（大郷町）の破堤箇所を視察する赤羽大臣、和田政務官



令 和 元 年 11 月  1  日 防 災 （ 5 ）第 845 号

本省災害査定官を派遣し、
被災した河川・道路等の迅速な復旧を支援します

〜令和元年台風第19号の災害緊急調査を実施〜

令和元年10月14日 水管理・国土保全局防災課

　令和元年台風第19号について、被害状況を迅速かつ的確に把握するとともに、被災した公共土木
施設に対する応急措置及び復旧工法等の技術的な助言・指導のため、国土交通省では本省災害査定
官を現地に派遣し、災害緊急調査を実施します。

【災害緊急調査】
○派遣日程：令和元年10月14日（月）からの予定

現地調査は令和元年10月15日（火）から
の予定

○派 遣 先：宮城県、福島県、茨城県、栃木県、長
野県内の河川・道路等（詳細調整中）
なお、後日、埼玉県に派遣予定。

○派 遣 者：国土交通省水管理・国土保全局防災課
災害査定官

［宮城県］加藤　　孝（かとう たかし）

［福島県］竹内　　毅（たけうち つよし）

［茨城県］小寺　秀治（こてら しゅうじ）

［栃木県］細井　俊一（ほそい しゅんいち）

［長野県］太田　茂登（おおた しげと）

令和元年台風１９号からの早期の復旧・復興を
支援するため被災 ６県に本省職員を派遣

令和元年10月15日
大臣官房 技術調査課/水管理・国土保全局 防災課災害対策室

　国土交通省では、台風19号により広域に浸水した地域の応急排水支援その他生活支援等について
県と連携して対応するため、本省の職員をリエゾン（情報連絡員）として、宮城県庁、福島県庁、
茨城県庁、栃木県庁、長野県庁、埼玉県庁に派遣します。

○派 遣 日：令和元年10月15日（火）～
○派 遣 先：宮城県庁、福島県庁、茨城県庁、
　　　　　　栃木県庁、長野県庁、埼玉県庁
○派 遣 者：
　【宮城県】道路局 企画課 国際室長
 　小田原　雄一（おだわら ゆういち）

　【福島県】総合政策局 公共事業企画調整課 
 アセットマネジメント企画調整官
 　小長井　彰祐（こながい あきひろ）

　【茨城県】水管理・国土保全局 水資源部 
 水資源計画課 総合水資源管理戦略室長
 　光橋　尚司（みつはし ひさし）

　【栃木県】道路局 国道・技術課 道路技術分析官
 　牧野　浩志（まきの ひろし）

　【長野県】水管理・国土保全局 治水課 企画専門官
 　根本　深（ねもと しん）

　【埼玉県】水管理・国土保全局 下水道部 
 流域管理官 流域下水道計画調整官
 　加藤　智博（かとう ともひろ）



（ 6 ） 第 845 号 防 災 令 和 元 年 11 月  1  日

　台風第19号により発生した、国管理河川である鳴
なる

瀬
せ

川
がわ

水系吉田川左岸20．9ｋ付近（宮城県大
おお

郷
さと

町
ちょう

粕
かす

川
かわ

字
あざ

伝
でんさぶろう

三郎）の堤防決壊に対して、被災原因の究明とともに復旧工法等の検討を目的とした、「鳴
瀬川堤防調査委員会」を東北地方整備局に設置します。
　また、この委員会による現地調査を下記のとおり行います。

　

令和元年10月15日 水管理・国土保全局治水課

吉
よ し

田
だ

川
が わ

の堤防決壊の原因究明と復旧に向けて
有識者からなる「鳴

な る

瀬
せ

川
が わ

堤防調査委員会」を設置します。

鳴瀬川堤防調査委員会 委員名簿

氏　　名 所　　属 ・ 役　　職
梅　田　　　信 東北大学大学院工学研究科　准教授
佐々木　哲　也 国立研究開発法人土木研究所

地質・地盤研究グループ　土質・震動チーム　上席研究員
風　間　基　樹 東北大学工学研究科　地盤工学研究室　教授
田　中　　　仁 東北大学大学院工学研究科・工学部

土木工学専攻　教授
服　部　　　敦 国土交通省　国土技術政策総合研究所

河川研究部　水防災システム研究官

敬称略、50音順

現地調査の予定
日　時：令和元年10月16日（水）　14：50 ～
　　　　※天候等により、予定が変わる可能性があります。

場　所：鳴瀬川水系吉田川の堤防が決壊した箇所
　　　　（左岸20．9ｋ付近）

現地調査への同行はご遠慮願います。
現地調査後に報道関係者へ説明する時間を
設けています。

　　　○場所：宮城県黒川郡大郷町粕
かす

川
かわ

榎
えのき

町
まち

地内
　　　　開始予定時間：15：30～



令 和 元 年 11 月  1  日 防 災 （ 7 ）第 845 号

　台風第19号により発生した、国管理河川である阿武隈川水系阿武隈川左岸98．6ｋ付近（福島県須
す

賀
か

川
がわ

市浜
はま

尾
お

）の堤防決壊に対して、被災原因の究明とともに復旧工法等の検討を目的とした、「阿
武隈川堤防調査委員会」を東北地方整備局に設置します。
　また、この委員会による堤現地調査を下記のとおり行います。

　

令和元年10月15日 水管理・国土保全局治水課

阿
あ

武
ぶ

隈
く ま

川
が わ

の堤防決壊の原因究明と復旧に向けて
有識者からなる「阿武隈川堤防調査委員会」を設置します。

阿武隈川上流堤防調査委員会 委員名簿

氏　　名 所　　属 ・ 役　　職
風　間　基　樹 東北大学工学研究科　地盤工学研究室　教授
川　越　清　樹 福島大学大学院　共生システム理工学研究科　教授
佐々木　哲　也 国立研究開発法人土木研究所

地質・地盤研究グループ　土質・震動チーム　上席研究員
髙　橋　迪　夫 日本大学　名誉教授
田　中　　　仁 東北大学大学院工学研究科・工学部

土木工学専攻　教授
長　林　久　夫 日本大学　名誉教授
服　部　　　敦 国土交通省　国土技術政策総合研究所

河川研究部　水防災システム研究官

敬称略、50音順

現地調査の予定
日　時：令和元年10月16日（水）　11：00 ～
　　　　※天候等により、予定が変わる可能性があります。

場　所：阿武隈川水系阿武隈川の堤防が決壊した箇
所（左岸98．6ｋ付近）
現地調査への同行はご遠慮願います。
現地調査後に報道関係者へ説明する時間を
設けています。

　　　○場所：福島県須賀川市浜尾地内
　　　　開始予定時間：11：45～



（ 8 ） 第 845 号 防 災 令 和 元 年 11 月  1  日

関東地方整備局管理区間の堤防決壊の
原因究明と復旧に向けて

有識者からなる「荒川水系越
お っ

辺
ぺ

川
が わ

・都
と

幾
き

川
が わ

堤防調査委員会」
「那

な

珂
か

川
が わ

・久
く

慈
じ

川
が わ

堤防調査委員会」を設置します。
令和元年10月16日 水管理・国土保全局治水課

　台風第19号により発生した、関東地方整備局が管理する河川の堤防決壊に対して、被災原因の究
明とともに復旧工法等の検討を目的とした「荒川水系越辺川・都幾川堤防調査委員会」及び「那珂
川・久慈川堤防調査委員会」を関東地方整備局に設置します。
　また、この委員会による現地調査を下記のとおり行います。

　

荒川水系越辺川・都幾川堤防調査委員会 委員名簿 那珂川・久慈川堤防調査委員会 委員名簿

氏　　名 所　属・役　職
佐々木哲也 国立研究開発法人土木研究所

地質・地盤研究グループ　
土質・振動チーム　上席研究員

諏訪　義雄 国土交通省国土技術政策総合研究所
河川研究部　河川構造物管理研究官

高橋　章浩 東京工業大学　大学院　理工学研究科
土木工学専攻　教授

田中　規夫 埼玉大学　大学院
理工学研究科　教授

安田　　進 東京電機大学　
レジェンドスマートシティ研究科
プロジェクト研究　教授

敬称略、50音順

氏　　名 所　属・役　職
佐々木哲也 国立研究開発法人土木研究所

地質・地盤研究グループ　
土質・振動チーム　上席研究員

諏訪　義雄 国土交通省国土技術政策総合研究所
河川研究部　河川構造物管理研究官

高橋　章浩 東京工業大学　大学院　理工学研究科
土木工学専攻　教授

安田　　進 東京電機大学　
レジェンドスマートシティ研究科
プロジェクト研究　教授

横木　裕宗 茨城大学　大学院　理工学研究科
都市システム工学専攻　教授

敬称略、50音順

現地調査の予定　※天候等により、予定が変わる可能性があります。

【那珂川・久慈川堤防調査委員会】
日　時：令和元年10月18日（金）　12：00 ～
場　所：那珂川・久慈川の堤防が決壊した箇所

（那珂川の右岸28．6ｋ付近、左岸40．0ｋ付
近および右岸41．2ｋ付近、久慈川の左岸
25．5ｋ付近、右岸25．5ｋ付近および左岸
27．0ｋ付近）

【荒川水系越辺川・都幾川堤防調査委員会】
日　時：令和元年10月17日（木）　14：00 ～
場　所：越辺川・都幾川の堤防が決壊した箇所

（越辺川の右岸0．0ｋ付近、左岸7．6ｋ付近
および都幾川の右岸0．4ｋ付近）



令 和 元 年 11 月  1  日 防 災 （ 9 ）第 845 号

　令和元年台風第19号の暴風雨による災害については、「激甚災害に対処するための特別の財政援
助等に関する法律」に基づく激甚災害に指定し、別紙の措置を適用する見込みとなりましたので、
お知らせいたします。

　

令和元年10月18日 内閣府（防災担当）

「令和元年台風第１９号の暴風雨による災害についての激甚災害
及びこれに対し適用すべき措置の指定見込み」について

〔抜粋〕
1 ．激甚災害の指定（見込み）
　令和元年台風第19号の暴風雨による災害（仮称）
２ ．適用措置の指定（見込み）

 【本激】
①　公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財

政援助（法第 3 条及び第 4 条）
　公共土木施設の災害復旧事業等について、公共土
木施設災害復旧事業費国庫負担法等の根拠法令等に
基づく通常の国庫補助率を嵩上げ。（過去 5 カ年の
実績の平均では公共土木施設等は70％→83％に嵩上
げ）

CABINET OFFICE GOVERNMENT OF JAPAN
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　茨城県管理区間の久
く

慈
じ

川
がわ

水系久慈川（常
ひ た ち

陸大
おお

宮
みや

市
し

）、浅
あさ

川
かわ

（常
ひ た ち

陸太
おお

田
た

市
し

）では、台風第19号の記
録的な大雨により堤防が決壊しました。
　次の出水時に甚大な被害が発生するおそれが極めて高い状況であるため、10月18日（金）の茨城県
知事からの要請を受け、国が権限代行により堤防決壊箇所の復旧を実施します。

　

令和元年10月18日 水管理・国土保全局治水課

権限代行により茨城県管理河川の
堤防決壊箇所の復旧を国が緊急的に実施

○河川の名称　久慈川水系久慈川、浅川
○箇　　　所　久慈川　茨城県常

ひ た ち

陸大
おお

宮
みや

市
し

小
お

貫
ぬき

地
ち

先
さき

　　　　　　　浅　川　茨城県常
ひ た ち

陸太
おお

田
た

市
し

松
まつ

栄
ざか

町
ちょう

　　　　　　　　　　　地
ち

先
さき

○内　　　容　堤防決壊箇所の応急復旧及び本復旧

○開　始　日　令和元年10月18日（金）

（参考）堤防決壊箇所のドローン映像
http://www.ktr.mlit.go.jp/bousai/bousai00000214.
html

http://www.ktr.mlit.go.jp/bousai/bousai00000214.html
http://www.ktr.mlit.go.jp/bousai/bousai00000214.html


令 和 元 年 11 月  1  日 防 災 （11）第 845 号

災害査定の手続きを効率化し、道路・河川等の
迅速な復旧を支援

〜大規模災害時の災害査定効率ルールを適用します〜

令和元年10月18日
水管理・国土保全局防災課/港湾局海岸・防災課/都市局都市安全課

　国土交通省では、令和元年台風19号の暴風雨により被災した公共土木施設について、災害査定に
要する期間等を大幅に縮減する「大規模災害時の災害査定の効率化（簡素化）及び事前ルール」※を
適用します。
　暴風雨災害に見舞われた地方自治体の災害復旧事業の災害査定の事務手続きを迅速にする効率化
を実施します

※平成29年 1 月13日から大規模災害発生時に被災自治体の災害査定に要する期間等を大幅に縮減するルールとして設けたも
の。（別添参照）

＜対象区域＞
岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山
県、山梨県、長野県、静岡県、三重県、徳島県、高
知県、仙台市、さいたま市、川崎市、横浜市、相模
原市、静岡市
※対象区域は、17日現在の被害報告によるものであ

り、上記以外の区域において必要に応じ個別に対
応する。

＜災害査定の効率化（簡素化）＞
○書面による査定上限額の引き上げ（机上査定の拡

大）により査定に要する時間や人員を大幅に縮減

・書面による査定上限額を通常300万円未満から
引き上げる。

○設計図書の簡素化により早期の災害査定を実施
・既存地図や航空写真、代表断面図を活用するこ

とで、測量・作図作業等を縮減する。
・土砂崩落等により被災箇所へ近寄れない現場に

対し、航空写真等を用いることで、調査に要す
る時間を縮減する。

○現地で決定できる災害復旧事業費の金額の引上げ
により早期の災害復旧を実施
・現地で決定できる災害復旧事業費の金額を引き

上げる。
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令 和 元 年 11 月  1  日 防 災 （13）第 845 号

災害復旧技術専門家派遣制度を活用し、
被災した河川・道路等の迅速な復旧を支援します

令和元年10月18日 水管理・国土保全局防災課

　令和元年台風第19号の暴風雨について、早期に災害復旧事業の申請ができるよう、地方公共団体
からの要請を受け、「公益社団法人　全国防災協会」から「災害復旧技術専門家」を現地に派遣します。
　今後も、要請のある地方公共団体に派遣する予定です。

【災害復旧技術専門家　派遣】
○派遣日程：令和元年10月21日（月）
○派 遣 先：宮城県遠田郡涌谷町内の河川・道路等

（予定）
・町道平沢線（涌谷町猪岡短台字平沢地内）
・町道太田成沢線（涌谷町太田字沢田地内）
・桜清水川（涌谷町小塚字中野一地内）

・不動沢川（涌谷町吉住字不動沢地内）
・大平川（涌谷町小里字小豆田地内）
・石生川（涌谷町猪岡短台字平沢地内）

○派 遣 者：公益社団法人　全国防災協会　災害復
旧技術専門家　 2 名

土砂災害専門家（TEC-FORCE高度技術指導班）が台風第１９号の
大雨による土砂崩れに対する対応について支援します

令和元年10月18日 水管理・国土保全局砂防部

　令和元年10月13日の台風第19号に伴う大雨によって、宮城県伊具郡丸森町で発生した土砂崩れに
関して、宮城県の要請により、土砂崩れに対する対応についての技術的助言を行うため、10月17日
から土砂災害専門家（TEC-FORCE 高度技術指導班）を派遣しています。このたび、10月18日に、
丸森町長に現地調査結果を報告します。

1 ．土砂災害専門家（TEC-FORCE 高度技術指導班）
　国土交通省　国土技術政策総合研究所　
　砂防研究室 室長　山

やま

越
こし

　隆
たか

雄
お

 主任研究官　坂
さか

井
い

　佑
ゆう

介
すけ

２ ．派遣日
　令和元年10月17日（木）～10月19日（土）（予定）
３ ．派遣先
　宮城県伊具郡丸森町

令和元年10月18日 水管理・国土保全局河川計画課

気候変動を踏まえた水災害対策のあり方について
社会資本整備審議会へ諮問しました

　国土交通省は、本日、社会資本整備審議会（会長：進藤孝生（日本製鉄㈱代表取締役会長、（一社）日
本経済団体連合会副会長））に対し、気候変動を踏まえた水災害対策のあり方について諮問しました。

　近年、全国各地で豪雨等による水害や土砂災害が
頻発し、甚大な被害が発生している中、気候変動に
伴う降雨量の増加や海面水位の上昇等による水災害
の頻発化・激甚化が懸念されていることを踏まえ、
流域全体で水災害に対する被害を防止・軽減するた

めの取組について、総合的に検討することが求めら
れています。
　こうした状況を踏まえ、気候変動を踏まえた水災
害対策は如何にあるべきかについて、社会資本整備
審議会の意見を求めるものです。
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気候変動を踏まえた治水計画へ転換
～「気候変動を踏まえた治水計画に係る技術検討会」の提言とりまとめ～

令和元年10月18日 水管理・国土保全局河川計画課

　近年、各地で大水害が発生する中、今後、気候変
動の影響により、さらに降雨量が増加し、水害が頻
発化・激甚化することが懸念されていることから、
平成30年 4 月に、有識者からなる「気候変動を踏ま
えた治水計画に係る技術検討会」を設置し、気候変
動を踏まえた治水計画の前提となる外力の設定手法
や、気候変動を踏まえた治水計画に見直す手法等に
ついて検討を行ってきました。
　今般、検討会において「気候変動を踏まえた治水
計画のあり方 提言」がとりまとめられました。提
言では、
・気候変動により、降雨量がどの程度増加するか
・治水計画の立案にあたり、「実績の降雨を活用し

た手法」から「気候変動により予測される将来の
降雨を活用する手法」に転換すること

・気候変動が進んでも治水安全度が確保できるよ
う、降雨量の増加を踏まえて、河川整備計画の目
標流量の引上げや対応策の充実を図ること

等が示されています。
　なお、今回整理した 2 ℃上昇時の降雨量変化倍率
は、 4 ℃上昇時の降雨量変化倍率から推計した値で
あるため、今後公表される 2 ℃上昇シナリオに基づ
く気候変動予測結果を用いて、今年度内に確定する
予定です。

　提言や検討会の開催状況、資料等は、以下 URL に
掲載しています。

http://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/
chisui_kentoukai/index.html

　今般、「気候変動を踏まえた治水計画に係る技術検討会」において、「気候変動を踏まえた治水計
画のあり方 提言」がとりまとめられました。
　国土交通省では、提言を踏まえ、気候変動による降雨量の増加を反映した治水対策に転換するた
めの具体的な方策について検討を速やかに進め、全力を挙げて、防災・減災対策に取り組んでまい
ります。

　

http://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/chisui_kentoukai/index.html
http://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/chisui_kentoukai/index.html


令 和 元 年 11 月  1  日 防 災 （15）第 845 号

1850 1900
2003 2012 0.78 21 0.3 4.8.

30
1.4
30 7

6.5%

21 2

H28 8

IPCC

IPCC

2.6 1.1



（16） 第 845 号 防 災 令 和 元 年 11 月  1  日

RCP2.6 2

5km 2 d2PDF(5km)



令 和 元 年 11 月  1  日 防 災 （17）第 845 号

　10月18日（金）に、赤羽大臣は、茨城県内において、台風第19号により、大きな被害が発生した
箇所を視察しました。
　水戸北スマートインターチェンジ（SIC）の浸水箇所や那珂川決壊箇所、久慈川決壊箇所、浅川
決壊箇所などを視察し、その後、茨城県知事はじめ被災自治体の首長と意見交換会を行い、久慈川
の県管理区間の国による復旧および JR 水郡線の早期復旧等のご要望を伺いました。 

　

令和元年10月18日

台風第１９号による茨城県内の被災箇所を
赤羽大臣が視察

水戸北 SIC 浸水箇所を茨城県知事より説明を受ける赤羽大臣

那珂川決壊箇所を視察する赤羽大臣 茨城県知事等との意見交換会
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　長野県管理区間の信濃川水系千
ち

曲
くま

川
がわ

及び夜
よ

間
ま

瀬
せ

川
がわ

では、台風第19号の記録的な大雨により広範囲
で河川管理施設が被災しました。
　このうち、被災箇所が長大にわたるなど、大規模な被災が発生した箇所において、10月20日（日）
の長野県知事からの要請を受け、国が権限代行により復旧工事を実施します。

　

令和元年10月20日 水管理・国土保全局治水課

権限代行により長野県管理河川の
大規模被災箇所の復旧を国が実施

○河川の名称　信濃川水系千曲川、夜間瀬川
○箇　　　所　千曲川　長野県野

の

沢
ざわ

温
おん

泉
せん

村
むら

七
なな

ヶ
が

巻
まき

地
先

　　　　　　　千曲川　長野県東
とう

御
み

市
し

海
うん

野
の

地先～田
た

中
なか

地先
　　　　　　　千曲川　長野県佐

さ

久
く

市
し

原
はら

地先～佐
さ

久
く

穂
ほ

町
まち

高
たか

野
の

町
まち

地先
　　　　　　　千曲川　長野県小

こ

海
うみ

町
まち

千
ち

代
よ

里
さと

地先～
東
ひがし

馬
ま

流
ながし

地先
　　　　　　　夜間瀬川　長野県中

なか

野
の

市
し

笠
かさ

原
はら

地先

○内　　　容　護岸崩壊箇所等の復旧
○開　始　日　令和元年10月20日（日）
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決壊した国管理河川の仮堤防が全て完成

令和元年10月20日 水管理・国土保全局治水課

　台風19号により、国管理河川で決壊した12箇所については、20日（日）18時までに全ての仮堤防が
完成しました。
　今後は早急に被覆等により仮堤防の補強を進めていきます。

　

【台風19号において決壊した国管理河川　
６ 水系 ７ 河川1２箇所】
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し

早
はや

俣
また

地先
・那

な

珂
か

川
がわ

水系那
な

珂
か

川
がわ

　茨
いば

城
らき

県
けん

常
ひ た ち

陸大
おお

宮
みや

市
し

野
の

口
ぐち

地先、
　　　　　　　　　　茨

いば

城
らき

県
けん

常
ひ た ち

陸大
おお

宮
みや

市
し

下
しも

伊
い

勢
せ

畑
はた

地先、
 茨

いば

城
らき

県
けん

那
な

珂
か

市
し

下
しも

江
え

戸
ど

地先
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98.6km 50m
10/14 15:00

10/18 

0.0km 70m

10/14 8:30
10/20 

7.6km 20m
10/13 22:30

10/17 

20.9km 100m
10/13 12:00

10/18 

58km 70m
10/13 7:10

10/17 

0.4km 100m
10/14 8:30

10/19 
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27.0km 70m
10/13 18:30

10/18 

28.6km 250m
10/14 8:30

10/18 

40.0km 200m
10/14 8:30

10/18 

25.5km 100m
10/13 18:30

10/17 

25.5km 40m
10/14 8:30

10/17 

41.2km 250m
10/14 8:30

10/20



令 和 元 年 11 月  1  日 防 災 （23）第 845 号

　10月20日（日）から21日（月）に、赤羽大臣は、台風第19号により大きな被害を受けた福島県及び茨
城県を訪れ、被災状況及び復旧状況を視察しました。
　20日には、福島県本宮市、郡山市、須賀川市、いわき市内の被災状況及び復旧状況を視察しました。
　また、常磐自動車道の 4 車線化の視察や双葉郡首長との意見交換を行い、避難先での被害の早急
な復旧対応や復興のステージを踏まえた関係予算の確保等のご意見を伺いました。
　その後、小名浜港の整備状況の視察や建設事業者、観光事業者との意見交換を行いました。
　21日は、いわき市の避難所となっている内郷コミュニティセンターを訪問したほか、茨城県大子
町の JR 水郡線被災箇所を視察し、茨城県、大子町、JR 東日本から早期復旧及び代替輸送について
ご意見を伺いました。

　

令和元年10月21日

台風第１９号による福島県及び茨城県の
被災地等を赤羽大臣が視察

本宮市内の被災状況を
福島県知事、本宮市長とともに

視察する赤羽大臣

須賀川市内の被災状況について
須賀川市長と意見交換する

赤羽大臣

郡山市内の被災状況について
郡山市長と意見交換する

赤羽大臣

双葉郡首長と意見交換をする
赤羽大臣

いわき市内の被災箇所を
いわき市長とともに
視察する赤羽大臣

建設事業者及び観光事業者と
意見交換をする赤羽大臣
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権限代行により宮城県管理河川の
堤防決壊箇所の応急復旧を国が緊急的に実施

令和元年10月23日 水管理・国土保全局治水課

　宮城県管理区間の阿
あ

武
ぶ

隈
くま

川
がわ

水系内
うち

川
かわ

、五
ご

福
ふく

谷
や

川
がわ

及び新
しん

川
かわ

（丸
まる

森
もり

町
まち

）では、台風第19号の記録的な
大雨により、堤防が18箇所決壊しました。
　次の出水時に甚大な被害が発生するおそれが極めて高い状況であるため、10月23日（水）の宮城県
知事からの要請を受け、国が権限代行により堤防決壊箇所の応急復旧を実施します。

　
○河川の名称　阿武隈川水系内川、五福谷川、新川
○堤防決壊箇所
　内川：宮城県丸

まる

森
もり

町
まち

愛
あ

宕
たご

田
だ

地先（ 3 箇所）
七
しち

反
たん

町
まち

地先
中
なか

平
だいら

北
きた

地先（ 2 箇所）
大
おお

目
め

地先
羽
は

入
にゅう

前
まえ

地先
上
じょう

林
りん

南
みなみ

地先
前
まえ

河
か

原
わら

地先

　五福谷川：宮城県丸
まる

森
もり

町
まち

上
じょう

地
ち

地先
畑
はたけ

中
なか

地先
中
なか

島
じま

地先
塚
つか

田
だ

地先
　新川：宮城県丸

まる

森
もり

町
まち

愛
あ

宕
たご

田
だ

地先
土
ど

橋
ばし

地先（ 2 箇所）
飯
いい

塚
づか

地先
○内　　　容　堤防決壊箇所の応急復旧
○開　始　日　令和元年10月23日（水）
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令和元年台風第１９号の暴風雨により被災した
道路・河川等の迅速な復旧を支援
〜災害査定効率化の具体的な内容を決定しました〜

令和元年10月25日
水管理・国土保全局防災課/港湾局海岸・防災課/都市局都市安全課

　災害査定に要する期間等を大幅に縮減する「大規模災害時の災害査定の効率化（簡素化）及び事
前ルール」※を適用し、地方自治体等に対し、対象区域を通知しました。
　本日、各対象区域において、書面による査定上限額、現地で決定できる災害復旧事業費の金額を
決定し、地方自治体に対し、通知しました。
　これにより、暴風雨災害に見舞われた地方自治体の災害復旧事業の災害査定の事務手続きの迅速
化が図られます。

※平成29年 1 月13日から大規模災害発生時に被災自治体の災害査定に要する期間等を大幅に縮減するルールとして設けたもの。

○書面による査定上限額の引き上げにより査定に要
する時間や人員を大幅に縮減

・書面による査定上限額を通常300万円未満から以
下のとおり引き上げる。

（水管理・国土保全局所管施設）
岩手県（3,000万円以下）、宮城県（4,000万円以下）、
福島県（4,000万円以下）、茨城県（3,000万円以下）、
栃木県（3,000万円以下）、群馬県（3,000万円以下）、
埼玉県（3,000万円以下）、東京都（600万円以下）、
神奈川県（4,000万円以下）、新潟県（3,000万円以下）、
山梨県（3,000万円以下）、長野県（3,000万円以下）、
静岡県（3,000万円以下）、仙台市（2,000万円以下）、
川崎市（2,000万円以下）、相模原市（3,000万円以下）、
静岡市（3,000万円以下）

（港湾局所管施設）
静岡県（4,000万円以下）

（都市局所管施設）
宮城県（3,900万円以下）、福島県（1,000万円以下）、
栃木県（4,000万円以下）、群馬県（2,000万円以下）、
埼玉県（3,600万円以下）、東京都（1,000万円以下）、
長野県（3,500万円以下）、仙台市（3,900万円以下）、
川崎市（3,900万円以下）

○現地で決定できる災害復旧事業費の金額の引上げ
により早期の災害復旧を実施

・現地で決定できる災害復旧事業費の金額を通常
4 億円未満から以下のとおり引き上げる（港湾局
所管の施設を除く）。

（水管理・国土保全局所管施設）
8 億円未満

（都市局所管施設）
5 億円未満
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令 和 元 年 11 月  1  日 防 災 （27）第 845 号

　令和元年台風第19号により、宮城県伊具郡丸森町の阿武隈川水系内川流域において発生した大規
模な土砂災害について、緊急的防工事等を実施します。

　

令和元年10月29日 水管理・国土保全局砂防部

阿
あ

武
ぶ

隈
くま

川
がわ

水系内
うち

川
かわ

において発生した大規模な土砂災害について、
緊急的な砂防工事を実施します

　今般の災害で、大規模な土砂災害が発
生した阿武隈川水系内川流域において
は、この度宮城県知事からの要望を踏ま
え、土砂洪水氾濫等による被害を防止軽
減するため、新たに国直轄による砂防工
事を実施することとしました。
　今後の降雨に伴う渓流内に堆積した不
安定土砂等の再移動による二次災害を防
ぐため緊急的な対策として、別紙の「災
害関連緊急事業の運用について～部分的
な申請も可能です～」を活用して、土砂
洪水氾濫に関する調査設計、強靱ワイヤ
ーネット工等に着手します。
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令和元年10月29日 道路局

『大規模災害からの復興に関する法律』に基づく
道路の直轄権限代行による災害復旧事業に着手

○　本日『大規模災害からの復興に関する法律』に
おける『非常災害』に『台風第19号による災害』
を指定する閣議決定がなされました。

○　これを受け、国土交通省では、被災地方公共団
体からご要望頂いている 6 箇所の道路について、
直轄権限代行による災害復旧事業に速やかに着手
します。

【被災地方公共団体からご要望頂いている箇所】
宮 城 県：国道349号　 福 島 県：国道289号
群 馬 県：国道144号　 長 野 県：国道361号
相模原市：国道413号　 東

とう

 御
み

 市：市道白
しら

鳥
とり

神社線

令和元年台風第19号における直轄権限代行　一覧
【県・市管理国道】

自治体名 路 線 名 区　　　　　　間

宮 城 県 国道349号 宮城県伊
い

具
ぐ

郡丸
まる

森
もり

町
まち

耕
こう

野
や

不
ふ

動
どう

～宮城県伊
い

具
ぐ

郡丸
まる

森
もり

町
まち

舘
たて

矢
や

間
ま

山
やま

田
だ

福 島 県 国道289号 福島県いわき市田
た

人
びと

町
まち

旅
たび

人
うと

字下
しも

坪
つぼ

～福島県いわき市田
た

人
びと

町
まち

南
みなみ

大
おお

平
ひら

字辺
へ

栗
ぐり

群 馬 県 国道144号 群馬県吾
あが

妻
つま

郡嬬
つま

恋
ごい

村
むら

大字大
おお

笹
ざさ

長 野 県 国道361号 長野県上
かみ

伊
い

那
な

郡 南
みなみ

箕
みの

輪
わ

村字北
きた

沢
ざわ

山
やま

地内

相 模 原 市 国道413号 神奈川県相
さ が み は ら

模原市 緑
みどり

区
く

青
あお

野
の

原
はら

～神奈川県相
さ が み は ら

模原市 緑
みどり

区
く

青
あお

根
ね

【市道】

自治体名 路 線 名 区　　　　　　間

東 御 市 市道白鳥神社線 長野県東
とう

御
み

市本
もと

海
うん

野
の

地内

【参考】

 災害復旧直轄権限代行の根拠法

大規模災害からの復興に関する法律

第四十六条（道路法の特例）
　国土交通大臣は、道路管理者である被災地方公
共団体の長から要請があり、かつ、当該被災地方
公共団体における公共土木施設の災害復旧事業に
係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案し
て特定大規模災害等からの円滑かつ迅速な復興の

ため必要があると認めるときは、その事務の遂行
に支障のない範囲内で、当該被災地方公共団体に
代わって自ら当該被災地方公共団体が管理する国
道、都道府県道又は市町村道の当該特定大規模災
害等によって必要を生じた次に掲げる事業に係る
工事（以下「特定災害復旧等道路工事」という。）
を施行することができる。

一　災害復旧事業
二　災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防

止に十分な効果が期待できないと認められる
ため、これと合併して行う新設又は改良に関
する事業
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　令和元年10月25日の低気圧に伴う大雨によって、千葉県千
ち

葉
ば

市
し

緑
みどり

区
く

及び市
いち

原
はら

市
し

で発生した土砂
崩れに関して、千葉県の要請により、発生メカニズムの調査等について支援を行うため、10月31日
に土砂災害専門家（TEC-FORCE 高度技術指導班）を派遣します。

　

令和元年10月30日 水管理・国土保全局砂防部

土砂災害専門家（TEC-FORCE高度技術指導班）が
１0月25日の大雨に伴う土砂崩れに対する調査について支援します

1 ．土砂災害専門家（TEC-FORCE高度技術指導班）
　国土交通省　国土技術政策総合研究所　
　土砂災害研究室 室長　中

なか

谷
や

　洋
ひろ

明
あき

研究官　鈴
すず

木
き

　大
や ま と

和
　砂防研究室 研究員　西

にし

脇
わき

　彩
あや

人
と

２ ．派 遣 日
　令和元年10月31日（木）

３ ．派 遣 先
　千葉県千葉市 緑

みどり

区
く

誉
ほん

田
だ

町
ちょう

、板
いた

倉
くら

町
ちょう

、市
いち

原
はら

市
し

郡
こおり

本
もと

現 地 調 査 箇所
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令 和 元 年 11 月  1  日 防 災 （35）第 845 号

災害復旧技術専門家を宮城県涌谷町に派遣

公益社団法人 全国防災協会

　（公社）全国防災協会では、市町村をはじめとする
被災公共土木施設の早期復旧支援に向け、平成15年
11月に「災害復旧技術専門家派遣制度」を創設しま
した。災害復旧技術専門家は、国や都道府県の災害
復旧業務に長年携わり、制度を熟知し災害復旧事業
に関する高度な技術的知見を有する経験豊富な技術
者（防災担当の本庁課長級及び事務所長経験者で構
成）で、北海道から沖縄までの全国に、355名が登
録されています。
　平成26年 5 月には、国土交通省水管理・国土保全
局防災課より「災害復旧・改良復旧事業の技術的助
言などの支援（試行）について」の通達が出され、
制度を充実してきています。これまでも多くの地方
公共団体等の要請に応じ、多くの災害復旧技術専門
家を派遣し、迅速かつ的確な災害復旧事業の促進に
寄与しています。
　今回、通達に基づき宮城県涌谷町（わくやちょう）
に ２名の災害復旧技術専門家を派遣し、復旧工法な
どについて技術的助言を行いました。

派遣概要
１．台風１９号
　台風第19号は12日19時前に大型で強い勢力で伊豆
半島に上陸した後、関東地方を通過し、13日未明に
東北地方の東海上に抜けた。
　東北地方では10月12日夕方から、広い範囲で非常
に激しい降雨となり、宮城県内の青野雨量観測所
（国交省所管、加美町）では累加雨量410㎜を観測し、
筆甫雨量観測所（気象庁所管、丸森町）では累加雨
量594㎜を観測、さらに大内雨量観測所（宮城県所管、
丸森町）では累加雨量612㎜を記録する雨となった。
この記録的な大雨により、12日19時50分に宮城県に
特別警報を発表した。
　鳴瀬川水系では 9水位観測所、名取川水系で 1水
位観測所、阿武隈川水系の 8水位観測所、最上川水

系の 3水位観測所で観測史上最高の水位を更新し
た。

２ ．派遣された災害復旧技術専門家（敬称略）
派遣日：10月21日（月）
派遣者：伊藤　茂喜（㈱ダイヤコンサルタント
　　　　　　　　　　東北支社）
　　　　遠藤　眞一（㈱エイト日本技術開発
　　　　　　　　　　東北支社）

３ ．活動報告（助言・支援内容）
普通河川　大平川
（被災状況：河道への土砂堆積、河川堤防背面の溢
水による洗掘、転落防止柵の倒壊）
（助言・支援内容）
・河道埋そくは河道断面の 3割以上で災害対象と
なる。
・コンクリート製Ｕ字フリュームを用いた河道
で、河道背面が溢水した水流によって洗掘され
ている。護岸の場合、死に体と判定されるが、
Ｕ字フリューム自体は健全であるので一部漏水
個所を除いて再設置不要と判断される。ただし、
漏水個所は補修が必要。また、洗掘された背面
は、埋め戻し工と保護工が必要と考えられる。
・復旧延長は1００ｍ以内であれば 1箇所の申請と
なる。
・水田の土砂撤去は河川災害ではなく、農地災害
になるので調整すること。
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普通河川　不動沢川
（被災状況：上流側では河道への土砂堆積、路肩の
法欠け、防護柵傾き、下流側では県道下のBOX（延
長Ｌ＝9０ｍ）の流下断面のほぼ ６割が土砂堆積し
た。）
（助言・支援内容）
・河道埋そくは河道断面の３割以上で災害対象と
なる。
・暗渠水路 BOXの管理者を確認のうえ、申請す
ること。BOX断面と埋そく深さを確認する。
・BOX延長が9０ｍと長く、現道下でもあるので、
土砂撤去の方法も検討が必要である。
・BOXの吐口から下流側にある橋までは河岸の
法欠で、護岸復旧申請が可能と考えられる。

町道　平沢線・普通河川　石生川
（被災状況：（その 1町道平沢線下方部）降雨が路
面を流下し舗装及び路盤が流失、石生川に架かる
橋のブロック積護岸は背後洗掘、道路護岸の擁壁
に一部段差が確認される。）
（被災状況：（その ２町道平沢線上方部）石生川の
左岸上方にある森林が崩壊し、道路の路面まで流
木、土砂が堆積したもの。崩壊時は河道も閉塞し
たと推測される。）
（助言・支援内容）
（その 1町道平沢線下方部）
・上流部の横断暗渠は再度災害防止のために断面
を大きくし、呑口桝も大きくしてはどうか。
・道路自体は、路盤も含めて被災しているので、
復旧申請のこと。
・道路擁壁の基礎部が洗掘されているので死に体
扱いか確認すること。

（その ２町道平沢線上方部）
・道路被災原因は、左岸上方町有林の表層地すべ
りの発生によるものと考えられる。道路の堆積

物除去や道路復旧だけではなく、再度災害防止
のために地すべり箇所の対応も必要と考えられ
る。地すべり災害復旧関係は本省協議案件とな
る。また、当該箇所が保安林等に指定されてい
れば県が申請者となる可能性があるので確認す
る事。
・道路の通行止めによって孤立した住家は無いと
のことだが、生活や産業活動に支障があるので、
早期に応急復旧するべく、本省査定官の指示を
仰ぐこと。
・森林関係で、保安林との関連も調査する必要が
ある。

普通河川　桜清水川
（被災状況：町道橋の上流側で流木により河道閉塞
し、路面を越えて水が流れ、橋の下流の堤防が決
壊、河道への土砂堆積もある。
上流側の法面土砂が流され、町道の路肩及び路盤
の一部が流失している。）
（助言・支援内容）
・堤防決壊（破堤）箇所の堤防高さが 1ｍ前後な
ので河道埋そく状況をよく確認して堤防高さ 1
ｍ以上を確保する必要がある。
・上流の法面流失はブロック積みでの申請は可能
と思われるが、転石が多いので注意が必要であ
る。既存の転石を寄せ石工として活用すること
も考えられる。
・水田の土砂撤去は河川災害ではなく、農地災害
になるので調整すること。
・河道の土砂堆積は、河道断面の 3割を超してい
るか確認のこと。
・今回現地調査した 4箇所については、被災状況
の確認、復旧方法の助言であるので、具体的に
復旧断面等が決まった時点で相談して頂ければ
幸いです。
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４ ．活動状況写真
災害復旧技術専門家派遣現地調査  2019年10月21日

①大平川
越流により転落防止柵の倒壊

②不動沢川
県道の下の BOX　河道埋そく状況（ ６ 割）

①大平川
流木により河道埋そく

②不動沢川
県道の BOX 下流側　河道埋そく状況

①大平川
越流により堤防流失　護岸からの漏水あり

水田に土砂堆積

②不動沢川
県道の BOX 下流側　河道法欠け状況

護岸申請は可能
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②不動沢川
県道の BOX 上流側　河道埋そく状況

③－１平沢線
石生川に架かる橋の上流の道路

②不動沢川
県道の BOX 上流側　河道法欠け状況

天然河岸から護岸申請は可能

③－１平沢線
石生川　橋の上流の治山ダム

③－１平沢線
石生川に架かる橋の護岸　背後は洗掘
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③－１平沢線
被災の上流に横断暗渠　呑口桝が土砂で閉塞

③－２平沢線
対岸の表面地すべりにより土砂堆積

③－２平沢線
路面を流れため路盤流失

③－２平沢線
石生川に堆積した土砂は下流へ流れた状態

③－２平沢線
路面を流れため路盤流失

陥没により側溝の基礎も流失

③－２平沢線
石生川左岸の森林法面の状況
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④桜清水川
河川堤防決壊　河道には土砂堆積

水田には土砂流入

現地調査後、涌谷町会議室にて意見交換

④桜清水川
河道には土砂堆積

現地調査後、涌谷町会議室にて意見交換

④桜清水川
上流側の法面流失　ブロック積みでの復旧は可能

現地調査後、涌谷町会議室にて意見交換
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５ ．コメント
　⑴　派遣技術専門家

令和元年台風19号豪雨・災害復旧技術専門家活動について

遠藤　眞一（㈱エイト日本技術開発東北支社）

　10月 6 日から13日にかけて列島を縦断した大型で強い勢力を長く保った台風19号は、関東から東北地方にかけて記録的
な豪雨をもたらしました。その内、宮城県涌谷町（ワクヤチョウ）の被災箇所について、災害復旧技術専門家として現地
に伺いました。
　現地調査は、10月21日に実施しました。 5か所ほど調査しました。河川では何処も堤防天端を超え、背後地が洗掘され、
河道が土砂埋没している状況でした。ただ、町の管理河川ゆえ、コンクリート製のＵ字フリュームで形成された河道で、
それはしっかりと残存しておりました。
　また、山間部の被災道路は、排水路が土砂で詰まって道路表面のみならず路盤も水に押し流されていた状況でした。さ
らにその上流部の同じ筋の被災道路では、河川を隔てた対岸の丘陵状の山地が表層地滑りを起こしておりました。そのた
め、河道を埋め尽くすとともに道路に土砂や流木が打ち上げられておりました。水流によって、河道の土砂等は既に流さ
れており、道路上の障害物のみが残って居るように見えます。ですが、原因は表層地すべりと思料されました。
　現地では、KHB東日本放送TVのクルーが待ち受け、インタビューを受けました。夕刻のニュースで映像を流すとの
ことでした。ですが、他の緊急災害ニュースに押され、正に流れてしまったのはご愛嬌でした。
　被災された地域の皆様のため、被災箇所等々の一日も早い復旧と、被災地域の復興を心から願っております。

令和元年　台風19号　宮城県涌谷町への
「災害復旧技術専門家」活動について

伊藤　茂喜　（㈱ダイヤコンサルタント　東北支社）

１ 　専門家として派遣した感想
　宮城県土木部職員OBとして、平成29年 5 月に「災害復旧技術専門家」に登録され、災害経験者として涌谷町に派遣さ
せていただき、現地支援を行いました。
　市町村職員は、災害復旧事業について経験が乏しく、調査、工法、申請と不安を抱え、災害復旧事業についての「確実
性」を求めていると感じました。そんな中、事前での災害経験者からの助言は心強いものであり、このような意味でこの
制度は非常に有効と感じています。

２ 　専門家制度に望むこと
　派遣先からの情報によると、今回の災害派遣についても、県が市町村職員を対象に年 1回開催する「公共土木施設災害
復旧事業研修」における情報のこと。今後も専門家制度に関する積極的な情報提供が求められると強く感じました。

３ 　今後の抱負
　災害復旧事業ならではの制度やその制度も変化していることから、新しい制度等の吸収を積極的に行うなど、市町村の
手助けとなるよう、準備してまいりたいと思います。
　今後、査定、そして復旧と業務が進む中、災害を経験したものとして、災害復旧事業の一助になればと思っています。
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A5 版約 160 頁　頒価 2,830 円

会員等※の方は 5％引き、会員等※の送料は協会負担

【概　要】

・全国の公共土木施設の災害復旧事業は、毎年１万箇所から２万箇所をこえ、1,000億円から6,000億円

余もの被害が報告されています。そして、災害復旧事業の申請を行い、査定を受けて採択され工事が

実施されています。

・災害が発生し、国庫負担申請をするにあたり、申請者の視点で作成された「災害手帳」と査定官（検査

官）の視点で作成された「災害査定の手引き」の両方の視点を踏まえることが重要になります。

・本書は、令和元年災害手帳の改正点も反映することで、査定官（検査官）の査定業務だけではなく、査

定の前提となる、採択用件や査定設計書の作成及び応急工事を含めた災害復旧事例を網羅していま

す。査定する側だけではなく、申請者にも心強い味方になると確信しています。

令和元年10月

災害査定の手引き
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平成３1年（令和元年）　発生主要異常気象別被害報告 令和元年 9 月30日現在（単位：千円）

※被害報告は、月 2 回（15日、月末）国土交通省 HP で公表。最新は下記をクリック
　http://www.mlit.go.jp/river/toukei_chousa/bousai/saigai/kiroku/houkoku.html

http://www.mlit.go.jp/river/toukei_chousa/bousai/saigai/kiroku/houkoku.html
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